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概
要

職業技能スタンダード
の開発及び利用を自主
的パートナーシップ（雇
用主団体、組合労働者、
政府、従業員団体、教育
訓練機関等から成る産
業連合）が実施してきた
が、現在、同制度を推進
する全国スキルスタン
ダード機構は、ほとんど
活動を行っていない。

なお、公的な職業資格
や免許の種類や管理体
制は州によって異なり、
州が定めた枠組みや基
準に沿って、各分野の職
業団体が資格や免許を
取得するための要件を
設定。

欧州各国の資格制度を共
通の枠組みで関連づける
仕組み。欧州委員会が策
定。

義務教育修了レベルから
博士号取得レベルまでの８
つの資格参照レベルを設
定し、各レベルは「知識」
「スキル」「コンピテンス」か
ら構成されている。

ＥＵ加盟各国は、それぞ
れの国内の資格枠組み（Ｎ
ＱＦ）を2012年までにＥＱＦ

に参照づけることが推奨さ
れている。

一般教育と職業教育、技能
資格を結合した総合的資格
制度。

産業別技能委員会（ＳＳＣ）
が設定した職務基準に基づ
き、資格授与機関（ＡＯ）が資
格構造と評価システム等を
構成し、政府機関の資格・試
験監査機関（Ofqual）の認可
を受ける。

従来の「全国資格枠組み
（ＮＱＦ）」に、「ユニット」「単
位」という概念を組み込むこ
とで学習量の比較を容易に
するとともに、「ユニット」によ
る学習の積み上げを可能に
し、資格取得の機会の拡大、
流通性の向上などを図る。

中学から大学院まで、
職業教育と普通教育の
両方を含む共通資格を
付与する全国的資格認
定制度。

業界団体であるＩＳＣ※1

が訓練パッケージを策定
し、政府機関NSSC※2が
パッケージを認証する。

※1 Industry Skills Council
※2 National Skills 
Standards Council

企業が必要とする人材
の知識や技術、素養など
について、産業分野別・
水準別に体系化したもの。
教育訓練課程の開発・運
営や資格種目の開発など
に用いられる。ＮＣＳの開
発は、分野別に雇用労働
部や政府関連部署、関連
企業団体によって行われ
る。

現在、ＮＣＳに基づく各
種職業資格と学歴とを対
応させる韓国資格枠組み
（KQF）の開発が職業能

力開発院によって進めら
れている。

諸外国の学習成果・職業能力の認証・評価制度
諸外国は、若年・中高年無業者の増加等の社会背景や、グローバル化の進展に伴う労働市場の流動化などへの対応として、職
業資格の認証・評価制度を創設。

文部科学省「諸外国の生涯学習」、三菱総合研究所「生涯学習施策に関する調査研究」、労働政策研究・研修機構「諸外国における能力評価制度」等を基に作成

近年、職業教育・訓練に関する国際会議等の場では、資格枠組み（Qualification Framework）が度々議題として取り上げられている。
・2012年2月 アジア欧州会合（ＡＳＥＭ） 「職業教育訓練シンポジウム」
・2012年3月 東アジアサミット（ＥＡＳ） 「技術・職業教育と訓練における質保証枠組み作成プロジェクト」

（参考）国際的な議論の動向



学術資格と職業資格の峻別が、社会的に負の結果をもたらしているという報告書※１が1997 年に出され、これに応じて
政府は新しい資格フレームワークの整備を進めてきた。イングランドでは1997 年にQCAが設立され、「全国資格フレー
ムワーク（National Qualifications Framework：NQF）」を整備 （「イギリスにおける地域人材の育成と認証システム」 小山善彦（2004）より一

部抜粋） ※１ Report of the National Committee of Inquiry into Higher Education,July 1997(Dearing Report)

資料： 経済産業省（委託先：三井情報株式会社総合研究所）
「美と健康に関する技術者の人材育成のあり方に関する調査研究」報告書（平成21年3月）より一部抜粋

英国NQF 学術資格

Level４

Level３

Level２

Level１

Level５

Level６

Level７

Level８

職能関連資格(VRQ) 全国職業資格(NVQ)

4・5GCSE 初級グレード VRQ（初級） NVQ１

4・5GCSE 上級グレード VRQ（中級） NVQ2

2+GCE・Aレベル VRQ（上級） NVQ3

高等教育・第１学位

ディプロマ/基礎学位

学士

修士

博士

NVQ５

NVQ４

用語注：
GCSE:General Certificate of Secondary Education(中等学校修了一般資格：１６歳に受験するのが一般的)
GCE:General Certificate of Education（大学入学資格：１８歳に受験するのが一般的）
NQF:National Qualifications Framework NVQ:National Vocational Qualifications QCA:Qualifications and Curriculum Authority 
VRQ：Vocation-Related Qualifications。もしくは、GNVQ:General National Vocational Qualification（一般全国職業資格）とも呼ばれる。

（英国（イングランド）における）全国資格フレームワーク（NQF）

イギリス（イングランド）における職業資格と学位等の資格枠組み（２００２．９～）



全国資格フレームワーク（ＮＱＦ）及び全国職業資格（ＮＶＱ）は、２００８年からの「資格単位枠組み（ＱＣＦ）」の本格実施に向け
た移行作業が行われている。ＱＣＦ導入により、学習者にとっては、学習方法等に関する選択の幅が広がり、それぞれのペースで、様々
な媒体から、それぞれに合致した方法で資格を得ることが可能となる事が期待されている。ＱＣＦは、２０１０年２月に、欧州資格枠組
み（ＥＱＦ）※への参照手続きが終了した。
※欧州各国の各資格がどのレベルにあり、当該資格保有者がどのような知識等を有しているか比較可能とするための枠組み。ＥＵはＥＵ

加盟各国に、それぞれの国内の資格枠組み（ＮＱＦ）を２０１２年末までにＥＱＦへ関係づける（「参照」（referencing））ことを
推奨している。

Qualifications and Credit Framework（QCF）の特徴
・ すべての資格は「レベル（難しさ）」と「学習量（単位数）」によって定められている（表１）。
・ すべての資格は、「ユニット」で構成されている（表２）。また、すべてのユニットは、必要な単位数を定めている。
・ すべての資格は、単位数に応じて、３種類のタイプに分類されている。（表３）。

レベル Award（1-12） Certificate（13-36） Diploma（37以上）
8
7
6
5
4
3
2
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学習量（単位数）

レ
ベ
ル

表１． Qualifications and Credit Framework（QCF）の構成 表３． 資格タイプの３分類

・３単位のユニットであれば、平均３０時間の学習を必
要とするユニットである、ということを示している。

・レベル５の資格が１０ユニットを持ち、その単位数の
合計が32単位であれば、学習者はレベル５の
「Certificate」という称号を平均３２０時間の学習に
よって得ることになる。

※１単位あたりの学習量は１０時間

資格タイプ 単位数 資格の特色と用途

Award 1-12

最小サイズの資格で、通常は１つのユニットだけで構
成される。初めて資格を取得する人や、職業分野へ
の入門者に適したタイプ。あるいは、職業訓練におい
て、１つのユニットだけの内容を学習させたい場合な
どに適している。

Certificate 13-36
中サイズの資格で、３ユニット程度で構成される。職
場の仕事でコアとなる複数テーマについて学習するの
に最適サイズの資格。

Diploma 37以上
もっとも大きなサイズの資格で、通常は必須ユニットと
選択ユニットで構成される。キャリアで必要となる多様
なテーマについて総合的に学ぶのに適した資格。

（例）

表２． ユニットに表示されるべき内容

資料：小山善彦
「イギリスの資格履修制度-資格を通しての公共人材育成-」(2009) より抜粋

表示項目 内容

タイトル ユニットの内容を正確に示す記述

レベル
ユニットによって達成される学習アウトカムのレベルの設定。QCF共
通基準（９レベル）を参考に決定。なお、このレベルはユニットに帰
属するもので、資格全体のレベルとは関係がない。

単位数
ユニット履修者に与えられる単位数。１単位は１０時間の学習時間
が基準。

学習アウトカム 学習者が習得すべき知識、理解度、能力（できること）の記述。

評価基準
学習アウトカムを達成していることを証明するために、学習者が満
たすべき標準の設定。ただし、具体的なアセスメントの方法やツー
ルについての記述は含めない。

イギリス（イングランド）における新しい資格枠組み（ＱＣＦ）について



◆H２３年度（地域での活用を試行） 
文部科学省調査研究：ＩＣＴの活用による生涯学習支援事業 
 

ｅポートフォリオを根拠として学習成果をまとめショーケースに公開 

地域人材として認定する「地域ｅパスポート」を試行的に発行・活用し、
就業や社会貢献活動で活用する仕組みを検証中 

個人の持続的な学習を支援する取組 

富山県大学連携協議会など 「e-ポートフォリオシステムの活用と地域での展開 」 

◆Ｈ２１年度～（学生向け） 

 学生の学習履歴、インターンシップなどの就業体験活動、課外学
習体験など多様な学習体験活動を自ら評価する観点から、これら
の活動を記録・蓄積し、個に応じた学習管理と就業など地域社会活
動へ活かす仕組みとしてeポートフォリオシステムを開発。 
 

 学生の修学の振り返りと主体的な学びの支援、企業や地域との
相互の情報のマッチングによる円滑な就職活動や社会活動の支援、
就業でのミスマッチの低減などを図り、キャリアサポート体制の充
実並びに学生の修学意欲やキャリア形成意識の向上を図る 

 一人ひとりの学習や活動の履歴を適切に管理・評価するため、ｅポートフォリオが、これからの生涯学習社会の構築に有効で
あるとの認識に立ち、富山県内の大学で学生向けの運用を始めている。また、同地域では、産学官による研究協議会を立ち上
げ、対象を高校生や社会人にも拡げ、個人の持続的な学習と成果の活用につなげるための試行検証を段階的に行なっている。 

（地域実験） 
・富山大学や地元機関からなる地域 
 学習パスポート研究協議会発足 
・「再就職」と「就活」のための 
 ２つのモデル講座を開催 
学習者 
 ・自己理解の深化、目標と 
  日々の行動の意識、記録 
 ・計画性、表現力が向上 
学習支援者 
 ・情報量が拡大し適時に指導 
 ・指導記録、アセスメントとしての活用 
就業支援者 
 ・新たな情報価値の可能性 

◆Ｈ２２年度（高校生、大学生、社会人向け） 
文部科学省調査研究：ＩＣＴの活用による生涯学習支援事業 

（狙い：eポートフォリオの活用） 
・「個人の持続的、主体的な学習への効果」について実証的に評価 
・「学習支援者、就業支援者、企業等による活用効果」の実証評価と  
 「生涯学習プラットフォームの構築」に向けての方策の検討 



学生の学習や活動履歴を管理・評価する取組

帝塚山大学 「e能力ポートフォリオ」

（概要）

学生に入学時から卒業までの多様な学習成果を記録・蓄積し自己管
理できる「e 能力ポートフォリオ」を持たせ、学生自身が自身の学びと成

長を確認するとともに、在学中に将来の目標を設定するのに役立てて
いる。また、教員側からも学生一人一人へのきめ細かい指導が可能。
教職員や外部評価員による学習の到達度や志向・態度に関する客観
的能力評価を自己点検できる「e 能力アセスメント」及びe ラーニングシ
ステムTIES（タイズ）とも連動させ、平成20年度より運用。

（導入の意義）
体験型・参加型の多様な実践的学習の成果を記録・蓄積する「e 能力
ポートフォリオ」の活用とそれを支援する「e ラーニングシステムTIES」

を連携させて運用する方法は、学生が主体的に自らの資質を高めるこ
とができ、大学の人材養成目的の達成に資する。

（様々な機能）
●学習成果の統合化ツール
→学習成果の蓄積と学生自身による成長の確認
●目標設定とふりかえり
→「目標設定→ふりかえり→目標設定」のサイクル実現
●形成的評価のツール
→学習成果と教員からのコメント（フィードバック）
●評価のための定性的データ
→学生の学力・人間力・社会力の定性的データの判定と蓄積

帝塚山大学では学習到達目標や学士力向上にeポートフォリオを関連づけ、教育の質保証につなげる試みを行っている。



社会教育を推進するための指導者の資質向上等
（前年度予算額 8１百万円）

2４年度概算要求額 ７３百万円

事業の要旨

社会教育法に基づき、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を行う、社会教育に関する専門職員である社会教育主事の資格付与のための講習、及び、

博物館法施行規則に基づき博物館の資料の収集、調査研究や教育普及活動など博物館活動の中核を担う学芸員の資格付与のための認定試験を行う。
また、生涯学習社会を構築する上で重要な役割を担う社会教育主事、学芸員及び司書等の社会教育専門職員を対象に、社会教育に関する専門的・技術的な研

修を実施することにより、地域における社会教育のリーダーとなりうる指導者を対象に研修を実施し，地域住民の社会教育の水準向上，自らの課題を自ら解決する
地域社会の形成に寄与する。

事 業 内 容資格付与

（１）指導者の養成

①社会教育主事講習（14大学・機関）

社会教育主事の資格を付与する講習を大学等に委嘱し

て実施する。

○社会教育法
第９条の５ 社会教育主事の講習は，文部科学大臣の委

嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。

②学芸員資格認定試験

学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経

験を有しているかの試験を実施する。

○博物館法施行規則
第４条第１項 資格認定は、毎年少くとも各一回，文部科

学大臣が行う。

（７）養成カリキュラム委員会

社会教育主事、司書及び学芸員の大学における養成

カリキュラム内容について、有識者による検討委員会

を設置し、各大学の養成体制や科目の内容について

確認を行い、各大学で実施する養成カリキュラム

の充実を図る。
・社会教育主事養成カリキュラム実施大学（203大学）

・司書養成カリキュラム実施大学（238大学）

・学芸員カリキュラム実施大学（345大学）

研修事業

（２）社会教育主事等専門研修（社会教育法第９条の６）

社会教育主事を対象とした資質向上研修を実施。
○社会教育法第9条の６ 社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、

任命権者が行うもののほか、文部科学大臣及び都道府県が行う。

（３）博物館学芸員等専門研修（博物館法第７条）
①博物館職員専門研修

学芸員を対象とした資質向上研修を実施。
②学芸員等在外派遣研修

学芸員等を海外の博物館に派遣し，先進事例の調査を実施。
○博物館法第7条 文部科学大臣及び都道府県教育委員会は、学芸員及び
学芸員補に対し、その資質向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

（４）図書館司書等専門研修（図書館法第７条）

①図書館司書専門研修
②新任図書館長研修（１箇所）
③図書館地区別研修（12箇所）

○図書館法第7条 文部科学大臣及び都道府県教育委員会は、司書及び

司書補に対し、その資質向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

（５）公民館施設職員等専門研修（第２８条の２）

①公民館等施設職員初任者研修
②公民館等施設職員専門研修

③教育メディア指導者養成研修
○社会教育法第28条の２ 第9条の６の準用。

（６）研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの検証・評価

国が実施する社会教育主事，司書，学芸員を対象とした研

修受講者の追跡調査を実施し，その成果を元に研修プログ

ラムの改善を図る。
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事業成果

地域社会



社会教育調査 （文部科学省調査（基幹統計調査））

社会教育行政に必要な社会教育
に関する基本的事項を明らかにす
ること

＜調査目的＞

・都道府県・市町村教育委員会、都道府県・市町村首長部局

・公民館、図書館、博物館、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、
文化会館、生涯学習センター

＜調査対象＞（全数調査）

調査周期：３年
調査の時期：１０月１日現在
ただし、事業実施状況及び利用状況等
については前年度間

＜調査時期＞ ＜調査内容＞
（１）社会教育行政組織

・社会教育関係職員に関する事項
・社会教育委員等に関する事項
・社会教育関連事業の実施状況
・関係法人数 等

（２）公民館等の施設
・設置者及び管理者に関する事項
・職員、施設・設備に関する事項
・事業実施状況
・施設の利用状況 等

施設等区分
都道府県・市町村
教育委員会

公民館
（類似施設含

む）

図 書 館
（同種施設含む）

博 物 館
（類似施設含む）

指導者等
区分

社会教育
主 事

社会教
育 主
事補

公民館主事
(指導系職員)

司 書 司書補 学芸員
学芸
員補

平成14年度 5,383 371 18,591 10,977 387 5,636 715

平成17年度 4,119 242 17,805 12,781 442 6,224 692

平成20年度 3,004 153 15,420 14,596 385 6,786 975

平成23年度 2,521 142 14,448 16,903 457 7,316 954

＜調査から分かること＞
（２）指導系職員数の推移 （単位：人）

区 分 公民館
（類似施設含む）

図書館
（同種施設含む）

博物館
（類似施設含む）

平成１４年度 18,819 2,742 5,363

平成1７年度 18,182 2,979 5,614

平成20年度 16,566 3,165 5,775

平成23年度 15,400 3,274 5,752

（１）種類別施設数の推移 （単位：館）

（３）施設利用者数の推移 （単位：千人）

区 分 公民館
（類似施設含む）

図書館
（同種施設含む）

博物館
（類似施設含む）

平成13年度間 222,677 143,100 269,503

平成16年度間 233,115 170,611 272,682

平成19年度間 236,617 171,355 279,871

平成22年度間 191,347 182,611 271,579
※平成23年度（平成22年度間）は中間報告値



＜調査から分かること＞

区 分 登録者数 帯出者数 貸出冊数

平成13年度間 27,857,229 143,099,696 520,822,278

平成16年度間 31,991,510 170,611,404 580,726,256

平成19年度間 34,031,694 171,355,117 631,872,611

平成22年度間 33,075,116 182,611,222 663,601,108

（４）図書館における図書の貸出数の推移 （単位：人、冊）

公民館 図書館 博物館

平成17年度 289,712 70,776 76,743

平成20年度 249,604 98,431 75,588

平成23年度 188,531 87,682 69,227

（５）ボランティア登録者数の推移 （単位：人）

（６）図書館における種類別ボランティア活動の状況（複数回答）

（類似施設
含む）

（類似施設
含む）

（同種施設
含む）

配架・書
架整理

図書の
修理・補
修

読み聞
かせ

障害者へ
の朗読
サービス/
拡大写本/
音訳・点訳

環境保全
（館内美化）

その他

平成20年度 518 342 1,990 480 234 508

（単位：館）

区 分

平成13年度間 8,248,285 10,567,217 11,073,255 …

平成16年度間 7,972,707 8,087,092 12,456,887 2,540,974

平成19年度間 7,105,133 7,129,408 13,038,152 3,472,761

平成22年度間 5,130,287 6,907,702 10,079,698 3,599,018

都道府県・市町
村教育委員会

都道府県・市
町村首長部局

公民館（類似
施設含む）

博物館（類似
施設含む）

（７）施設別の学級・講座の受講者数の推移 （単位：人）



生涯学習に関する世論調査 （内閣府調査）

＜調査目的＞ ＜調査対象＞ （個別面接聴取）

前回調査：平成２０年５月

＜調査時期＞

＜調査内容＞

生涯学習に関する国民の意識を
調査し、今後の施策の参考とする

（１） 生涯学習の現状等
・ 「生涯学習」という言葉のイメージ
・ 生涯学習の実施状況
・ 生涯学習の満足度
・ 身につけた知識等の社会的評価
・ 身につけた知識等の活用状況
・ 生涯学習をしていない理由 等

全国２０歳以上の日本国籍を有する者 ３，０００人
有効回答数 １，９５６人（回収率 ６５．２％）

（２） 生涯学習に対する今後の意向
・ ＩＣＴによる生涯学習の意向
・ 行いたい生涯学習の内容や形式
・ 身につけた知識等についての社会的評価の方法
・ 「地域や社会における教育」の支援や指導の意向 等

（３） 生涯学習の振興方策
・ 生涯学習の振興方策

＜調査結果（例）＞

○ この一年間に生涯学習を行った人の割合は前回
調査に比較して、あらゆる年代で増加。（ｐ３）

（平成２０年度：４７．２％→平成２４年度：５７．１％）

平成２４年７月

○ この一年間に社会問題に関する学習を行った人の
割合は８．９％なのに対し、今後実施したい人の割合
は１９．５％と高い。（ｐ３、１６）

生涯学習の現状等について

生涯学習や社会活動に関する機運が高まっている

○ 形式としては、「公民館や生涯学習センターなどの公の
機関における講座や教室」（４０．５％）が最も多く、「同好
者の集まり、サークル活動」（３４．０％）と続く。前回調査
と比較して「職場の教育、研修」（２７．５％）も増加。（ｐ７）

・現代的・社会的な課題に対応した学習の推進 （先進的に取り組む公民館等に対する支援等）

・多様な主体が提供する学習機会の質の保証・向上の推進

中間とりまと
め関連項目



生涯学習に関する世論調査 （内閣府調査）

＜調査結果（続き）＞

◆ 生涯学習をしていない人
○ 生涯学習をしていない理由としては、「仕事が忙しくて
時間がない」が最も多く、４３．４％。（ｐ１２）
※「仕事が忙しくて時間がない」と回答した者の割合
（２０代：４２．６％、３０代：５６．１％、４０代：６３．８％、

５０代：５４．５％、６０代：４０．８％、７０代：１６．７％）

生涯学習の課題について

・学習機会の確保のための環境整備（情報通信技術（ＩＣＴ）の効果的な活用や放送大学の活用等）

・ＩＣＴを活用した学習（eラーニング）の質の保証・向上等の推進

生涯学習に取り組む上での重要な課題の一つは「仕事が忙しくて時間がない」

中間とりまと
め関連項目

◆ 生涯学習をしたことがある人
○ 生涯学習を行うにあたっての課題としては、
「仕事が忙しくて時間がない」が最も多く、２８．１％。

続いて、「費用がかかる」（２３．５％）、「身近なところに
施設や場所がない、内容や時間帯が希望に合わない」
（２２．５％）。（ｐ６）

ＩＣＴは、仕事が忙しくて時間がない世代が生涯学習に取り組む契機となり得る

○ 一方で、ＩＣＴによる生涯学習を「したいと思う」、「どちらかといえばしたいと思う」と回答した者は、４５．４％。
（ｐ１３）

※ 仕事が忙しくて時間がない世代で、ＩＣＴによる生涯学習を「したいと思う」、「どちらかといえばしたいと思う」
と回答した割合が高くなっている。

（２０代：６８．１％、３０代：６１．７％、４０代：６０．０％、５０代：５４．０％、６０代：３５．６％、７０代：１７．２％）

ＩＣＴ：本調査においては「情報端末やインターネット」のことをさす。



生涯学習に関する世論調査 （内閣府調査）

＜調査結果（続き）＞

生涯学習の振興方策について

○ 依然として、「公の機関におけるサービスの充実」（４４．４％）という回答が年代・性別を問わず最も多いが、
「生涯学習を支援する地域の人材を育成する」が前回調査と比較して目立って増加
（平成２０年度：２６．０％→平成２４年度：３２．０％）。（ｐ２２）

○ 生涯学習を通じて身につけた知識・技能を地域や
社会での活動に「生かしている」と回答した人の割
合は前回調査に比較して増加。（ｐ９）

（平成２０年度：１７．２％→平成２４年：２１．８％）

・社会全体で子どもたちの活動を支援する取組（学校支援地域本部、放課後子ども教室等）の推進

・社会教育施設の運営の質の向上

・地域の学びを支える人材の育成・活用の推進

学習の成果の活用、公の機関におけるサービスの充実や地域活動を支える人材の
育成が望まれている

中間とりまと
め関連項目

生涯学習の成果の活用について

○ 身につけた知識等を仕事や地域活動に
「生かしたいと思う」と回答した人は７７．７％。（ｐ１０）

○ 「地域や社会における教育」の支援や指導に「参加し
たいと思う」と回答した人は前回調査に比較して増加。
（平成２０年度：４４．２％→平成２４年：５０．９％）（ｐ２０）

○ 参加したい内容としては、「趣味のための学習活動に
関する指導、助言」（４３．１％）が最も多く、「子育て、育
児を支援する活動」（２９．４％）、「仕事に関係のある学
習に関する支援や指導」（２９．３％）が続く。（ｐ２１）



国際成人力調査(PIAAC) （OECD国際調査）

＜調査目的＞ ＜調査対象＞（抽出調査）（訪問調査）

＜調査国＞

＜調査内容＞

（１）成人が日常生活や職場で必要とされる技能（「成人力」）を
どの程度持っているかを把握すること

（２）「成人力」が個人的・集団的レベルで社会や経済に及ぼす
影響を検証すること

（３）社会経済が求める「成人力」と現在の教育訓練システムの
適合状況を検証すること

（４）学校教育、生涯学習等の分野において、「成人力」の向上
につながる施策に活かすこと

住民基本台帳から無作為に抽出された16歳から
65歳までの男女個人（5,000人分の回答を収集）

OECD加盟国等26か国（日、米、英、仏、独、
伊、韓、豪、加、フィンランド等）

＜調査日程＞
2011年-2012年 本調査実施（8月～3月）
2013年 国際報告書の公表

①読解力 ②数的思考力 ③ITを活用した問題解決能力
④背景（年齢、性別、職業、学歴、収入、生涯学習への参加歴、職場におけるICTの利用状況等）

＜問題例＞
①読解力 ・商品の取扱説明書を読み、問題が起きた時の解決方法を答える。

・ホテルなどにある電話のかけ方の説明を読んで、指定された相手に電話をかけるにはどのように操作したら
よいか答える。
・図書館の蔵書検索システムを使って、指定された条件に合う本を選ぶ。

②数的思考力 ・食品の成分表示を見て、許容摂取量を答える
・商品の生産量についての表をグラフにする。

③ITを活用した問題解決能力 ・指定された条件を満たす商品をインターネットで購入する
・複数人のスケジュールを調整したうえで、インターネットでイベントのチケットを予約する。



国立教育政策研究所について

S24.6 国立教育研究所の設置
H13.1 省庁再編に伴い改組・再編し、「国立教育政策研究所」と改称

教育課程研究センター、生徒指導研究センターの設置
H13.4 社会教育実践研究センターの設置
H16.4 文教施設研究センターの設置
H18.4 中期目標策定（平成18年度～平成22年度）
H20.1 中央合同庁舎７号館に移転（東京都目黒区から）
H23.4 中期目標更新（平成23年度～平成27年度）

所長

次長

次長
（併任）

研究企画開発部

教育政策・評価研究部

生涯学習政策研究部

初等中等教育研究部

高等教育研究部

国際研究・協力部

教育研究情報センター

教育課程研究センター

生徒指導・進路指導研究センター

社会教育実践研究センター

文教施設研究センター

総務部

基礎研究部

研究開発部

総合研究官

・広く所内外の研究者が参画するプロジェクトチームを組織して推進

※このほか、各センター等において各所掌分野に関する基礎的な調査研究を実施

「OECD生徒の学習到達度調査（PISA）」「OECD国際成人力調査（PIAAC）」「IEA国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）」等の国際共同研究を実施

全国学力・学習状況調査について、教科に関する調査問題やその解説資料の作成、調査結果の分析や報告書の作成等を実施

【プロジェクト研究の実施】

各学校における教育課程編成及び指導方法等の改善充実を図るとともに、学習指導要領改訂に必要な資料を得るため、特に重要な課題について
研究テーマを示し、指定校や指定地域において実践的な研究を推進

・全国各地の教育研究所等からなる全国教育研究所連盟において中心的役割

・上記の調査研究・事業の実施や指導資料の作成・配布等を通じた学校等への援助・助言

沿革 組織

定員
予算

所長、次長 2名
研究官等 61名
調査官等 53名
事務職員 37名

計 153名

業務内容

研究課題の例：
学級規模の及ぼす教育効果に関する研究、教員養成等の在り方に関する調査研究、教育課程の編成に関する基礎的研究

平成24年度：教育課程研究指定校事業、学習評価に関する研究指定校事業

教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関する事務を行う、文部科学省の直轄研究所目的

全国学力・学習状況調査の調査問題の作成

国内の教育関係機関・団体等に対する情報提供

研究指定校事業による実践的研究

国際機関による国際的な共同研究への参画

政策の企画・立案に資するための先行的な調査研究とこれまでの政策の検証

評議員会

1,847,568千

円 52%
1,431,306千

円 40%

297,476

千円 8%

調査研究・事業等経費 人件費 管理運営経費

平成２４年度予算額

3,576,350千円
（平成24年11月1日現在）



個人からの寄附の税額控除制度

（寄附金額（所得の４０％が限度）－２０００円）×４０％ を所得税額から控除 （所得税額の２５％が限度）

当該法人が住民税の寄附金控除の対象として地方自治体から指定されている場合、住民税の寄附金控除率１０％と併せて５０％の税額控除となる。
（メリット）・寄附者にとって、所得や寄附金額の多寡にかかわらず、大きな減税効果 ・寄附を受ける法人にとって、より幅広い寄附者から寄附を受けやすい

【税額控除の対象法人となるための「一定の要件」】 ※①②とも満たすことが必要
要件① 寄附者の実績
・過去５年間で、３０００円以上の寄附を行った寄附者の数が年平均１００件以上 又は 過去５年間で、寄附金収入額が経常収入金額の２０％以上
要件② 情報公開の要件
・寄附行為、役員名簿、財産目録等の一定の書類を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧させる。

※公益法人等が税額控除の対象にならない場合でも、特定寄附金に該当する場合には、従来通り （寄附金額（所得の４０％が限度）－２０００円） の所得控除
（寄附金控除）が受けられる。

日本版「プランド・ギビング」信託（特定寄附信託）

学校法人等の非営利団体に対しての寄附を目的とする特定寄附信託について、信託財産から生じる利子所得を
非課税とするもの。（非営利団体に交付された金銭は、寄附金控除が適用される。）

【一定の要件を満たした信託（特定寄附信託）】
・信託期間満了まで、信託銀行等は指定された非営利団体及び寄附者に各年均等に金銭を交付
・非営利団体への寄附割合は最低７割
・信託期間満了前に寄附者が死亡した場合には、信託は終了し、信託財産の全額を非営利団体に寄附する。

※寄附先の対象法人等は、認定ＮＰＯ法人、公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、特定公益信託

受託者
（信託銀行等）

毎年度、一定割合で金銭を交付
→寄附金控除の対象

寄附先
（※）

（非営利団体）
寄附者

金銭を信託（寄附先も指定）
→運用による利子は非課税

寄附税制の充実について（平成２３年度税制改正）
～個人からの寄附の税額控除制度、日本版「プランド・ギビング」信託～

・税額控除の対象は、認定NPO法人、又は公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人のうち下記の「一定の要件」を満たす法人。



３．その他
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第６期中央教育審議会生涯学習分科会の審議経過 

 

○第５６回（平成２３年６月３日（金）） 

・東日本大震災を踏まえた今後の生涯学習・社会教育の振興方策について（自由討議） 

 

○第５７回（平成２３年７月１１日（月）） 

・今後の生涯学習分科会の運営等について（自由討議） 

 

○第５８回（平成２３年９月８日（木）） 

（グループ別討議） 

・地域における生涯学習・社会教育の推進体制について 

・生涯学習社会の実現に向けて高等教育機関に期待される役割について 

 

○第５９回（平成２３年９月２９日（木）） 

（全体討議） 

・地域における生涯学習・社会教育の推進体制について 

・生涯学習社会の実現に向けて高等教育機関に期待される役割について 

 

○第６０回（平成２３年１１月２８日（月）） 

・生涯学習・社会教育の振興に向けた基本的な考え方について 

 

○第６１回（平成２３年１２月１９日（月）） 

・学習支援等の必要な若者への対応・支援について 

 

○第６２回（平成２４年２月１３日（月）） 

・生涯学習・社会教育における成果目標及び成果指標について 

 

○第６３回（平成２４年３月１２日（月）） 

・学習の質の保証と成果の評価・活用について 

・社会教育施設の質の保証について 

 

 



 

○第６４回（平成２４年５月８日（火）） 

・現代的・社会的課題に対応した学習について 

・今後の社会教育の在り方について 

 

○第６５回（平成２４年５月１８日（金）） 

・社会教育行政等について 

・社会教育の専門人材・地域人材について 

 

○第６６回（平成２４年７月１３日（金）） 

・職業教育の推進等について 

・第６期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理（中間とりまとめ）素案について 

 

○第６７回（平成２４年８月９日（木）） 

・第６期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理（中間とりまとめ）案について 

 

○第６８回（平成２４年１０月９日（火）） 

・「社会教育行政の再構築」について地方自治体からのヒアリング 

 

○第６９回（平成２４年１２月１０日（月）） 

・第６期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理（案）について 
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